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二
十
九
年
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リ
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す
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テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
定
義
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
に
関
し
、
次
の
通
り
質
問
す
る
。

一

「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
一
般
的
な
意
味
に
関
し
、
次
の
点
に
関
す
る
政
府
の
認
識
如
何
。

（
ア
）

「
特
定
の
主
義
主
張
」
と
は
何
を
指
す
の
か
。

（
イ
）

「
国
家
等
」
の
「
等
」
に
は
何
が
含
ま
れ
る
の
か
。

（
ウ
）

「
受
入
れ
等
」
の
「
等
」
に
は
何
が
含
ま
れ
る
の
か
。

（
エ
）

「
恐
怖
等
」
の
「
等
」
に
は
何
が
含
ま
れ
る
の
か
。

（
オ
）

「
殺
傷
行
為
等
」
の
「
等
」
に
は
何
が
含
ま
れ
る
の
か
。

二

「
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
お
け
る
「
組
織

的
犯
罪
集
団
」
の
定
義
で
あ
る
「
団
体
の
う
ち
、
そ
の
結
合
関
係
の
基
礎
と
し
て
の
共
同
の
目
的
が
別
表
第
三
に
掲
げ
る
罪

を
実
行
す
る
こ
と
に
あ
る
も
の
」
は
、
「
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」
に
お
け
る
「
組
織
的
な

犯
罪
集
団
」
の
定
義
で
あ
る
「
三
人
以
上
の
者
か
ら
成
る
組
織
さ
れ
た
集
団
で
あ
っ
て
、
一
定
の
期
間
存
在
し
、
か
つ
、
金

銭
的
利
益
そ
の
他
の
物
質
的
利
益
を
直
接
又
は
間
接
に
得
る
た
め
一
又
は
二
以
上
の
重
大
な
犯
罪
又
は
こ
の
条
約
に
従
っ
て

一



定
め
ら
れ
る
犯
罪
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
一
体
と
し
て
行
動
す
る
も
の
」
と
同
義
か
。

右
質
問
す
る
。

二


